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１．雇い入れたら節税に  ～雇用促進税制について～ 

労働者を新たに雇い入れたら節税になる。そんな制度があるのをご存知ですか。今回は、雇用促進税制についてです。 

雇用促進税制とは、税制改正法によって誕生した制度で、次のいずれかの事業主が対象となります。 

①１年間で 10％以上かつ５人以上（中小企業は２人以上）従業員を増やす等した事業主 

②次世代育成対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主 

③障害者を多数雇用する事業主 

 このうち、やはりメインになるのは①でしょう。内容は、平成 23年４月１日から平成 26年３月 31日までの期間内に始ま

るいずれかの事業年度において、「雇用促進計画」をハローワークに提出した上で、１年間で10％以上かつ５人以上（中小

企業は２人以上）従業員を増やした場合に、従業員の増加１人あたり 20 万円の税額控除を受けることができるというもの

です。もちろん法人だけではなく、個人事業主も対象となり、その場合は平成 24年１月１日から平成 26年 12月 31日まで

となります。また、10％の計算は、適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数で計算します。従業員の新

規採用をお考えの場合は、ぜひとも利用したい制度といえます。 

なお、②については、次世代法の「認定」を受けた事業主が受けることのできる税制優遇措置（取得・新築・増改築をした

建物等について、認定を受けた事業年度において、普通償却限度額の 32％の割増償却をすることができる。）、③は、法

定雇用率１.８％を達成している事業主で、雇用している障害者数が 20 人以上、かつ、雇用障害者に占める重度障害者の

割合が 50％以上の事業主等が受けることのできる税制優遇措置（取得・製作・建設した機械装置・工場用建物・付属設

備・車両運搬具について、普通償却限度額の 24％または 32％の割増償却をすることができる。）というものです。 

２．無年金・低年金の発生を防止する「年金確保支援法」 

８月初めに「年金確保支援法案」が国会で可決・成立し、（１）国民年金法、（２）確定拠出年金法、（３）厚生年金保険法

の３つの法律がそれぞれ一部改正となりました。 

この「年金確保支援法案」の趣旨は「将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより

一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年

齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行う」というもので、主な内容は次の通りです。 

◆一部改正された主な内容 

（１）国民年金法の一部改正：国民年金保険料の未納分を過去に遡って追納することのできる期間が、現行の「２年」から

「10 年」に延長されます。本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるように

するためです。期間の延長は３年間の時限措置です。 

（２）確定拠出年金法の一部改正：加入資格年齢が、現行の「60 歳」から「65 歳」に引き上げられます。企業の雇用状況に

応じた柔軟な制度運営を可能とするためです。また、従業員拠出（マッチング拠出）を可能として所得控除の対象としま

す。そして、事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化することにより、老後所得の確保に向

けた従業員の自主努力を支援します。 

（３）厚生年金保険法の一部改正：近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に 

伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して措置が講じられます。 

● 編集後記 ●                         
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 あおぞら キー インフォメーション 

 

オススメの図書⇒帰省の時、新幹線の中で読んだ大野更紗さんの
「困っているひと」。突然自己免疫疾患系の難病を発病してしまった
著者の自叙伝。語り口こそ軽いものの、そこに描き出される病態とそ
れを取り巻く人や制度は衝撃でした。どん底の状況の中、前向きな
気持ちで道を切り開いていこうという姿と、そんな過酷な状況の中で
のユーモラスな発想と視点に、勇気づけられました。命がけの笑い
に「生きる」とは何かを問いかけるものでした。（秋山） 
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